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01 ロゴマーク 

 

●４色バージョン 

※「日本農業遺産」、「下津蔵出しみかんシステム」の文言を必ず入れること 

 

 

●３色バージョン 

※「日本農業遺産」、「下津蔵出しみかんシステム」の文言を必ず入れること 

 

日本農業遺産 

日本農業遺産 
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●単色バージョン 

 

 

 

※「日本農業遺産」、「下津蔵出しみかんシステム」の文言を必ず入れること 

 

 

 

 

 

 

 

 

日本農業遺産 日本農業遺産 

日本農業遺産 日本農業遺産 

日本農業遺産 日本農業遺産 
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0２ アイソレーション 

 

視認性、識別性を確保するために、周辺に一定の保護サイズを設けます。 

この領域には、デザイン要素や文字を入れないでください。 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H 
高さの基準を H と

します 

0.08H 

0.08H 
ロゴの周りには、必ず 0.08H 分

の幅に相当するスペースを設け

てください。 



- 5 - 

0３ 禁止事項 

 

 ロゴマークを使用する際には、以下にあげるような変更等を加え、使用してはならない。 

 

【× 形の変形・加工等】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   × 縦・横の比率を変える         × 傾きを変える 

 

 

  × その他、部分的に変更することもできません。 

 

  

【× 要素の追加】 

     

 

 

 

 

 

 

 

   × 装飾を追加する              × 文字を追加する 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 趣旨にあわない使用           × 誤認を招く使用 


